
●対象者

●対象業種

●補助額等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助率：県１/３、市町１/3）

Ａ　クレジットカード、電子マネー決済端末を新しく購入するための費用に対し補助をします。

　　・ＱＵＩＣＰＡＹの決済ができること

　　※導入する機器は新品とします。

　　※設置したカードリーダーに県が交付するシールを添付していただきます。

　　・クレジットカード決済ができること（最低１社以上）

    ・交通系の電子マネー決済ができること（最低１社以上）

　　※設置してから５年間は事前の相談なしに処分することは認められません。

　　※既存の機器に加え、新たに追加機能を備えた機器を導入することにより、全ての機能が揃うことになれば、
　　　 新たに導入した機器が補助対象となります。
          例：①既存導入機器…クレジットカード決済　②新規導入機器…交通系およびQUICPAY決済 → ②が補助対象

　　クレジットカード・電子マネー決済端末の
　　導入を支援します！

Ａ　以下の３点の機能全てを備えた端末機が対象となります。

　　　福井国体や北陸新幹線の県内延伸、中部縦貫自動車道路整備により県外や外国の観光客等の増加が見込まれます。

　　　この商機を活かしていただくため、クレジットカード・電子マネー決済端末導入に際して県・市が支援します。

 常時雇用従業員５０人以下の事業者

 各種商品小売業者、飲食業、宿泊業等の個店、ならびにタクシー業等（ただし１事業者１台）

 １事業者につき最大８万円補助【最大県４万円、市町４万円】

Ｑ 何に補助をしてもらえますか？

　　※通信回線の整備、ＩＣクレジットカード等の基本料、保守経費、支払いに係る振込手数料等は対象外です。

Ｑ　どのような端末機が対象になりますか？

・お申込み先 各市町産業振興主管課

・事業内容について 福井県 産業労働部 産業政策課 ＴＥＬ （０７７６）ー２０－０３６９

お問い合わせ 商業・サービス業振興グループ
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電子マネー決済用のリーダライタ

暗証番号入力用の

キーパッド

ＩＣクレジットカード

決済端末本体

例

2018年夏に、ICカード「ICOCA（イコカ）」が

北陸線福井県内区間に導入されます！


